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                    四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第１０６号  

四日市市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則  

四日市市職員通勤手当支給規則（昭和３３年四日市市規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

改正後 改正前 

（使用する自転車等が原動機付のもの

である職員に係る通勤手当） 

（使用する自転車等が原動機付のもの

である職員に係る通勤手当） 

第８条の４ 条例第４１条第２項第２号

エの規則で定める額は、次に掲げる職

員の区分に応じて、それぞれ次に掲げ

る額とする。 

第８条の４ 条例第４１条第２項第２号

エの規則で定める額は、次に掲げる職

員の区分に応じて、それぞれ次に掲げ

る額とする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 使用距離が片道１０キロメートル

以上１５キロメートル未満である職

員 ７，３００円 

(3) 使用距離が片道１０キロメートル

以上１５キロメートル未満である職

員 ７，１００円 

(4) 使用距離が片道１５キロメートル

以上２０キロメートル未満である職

員 １０，４００円 

(4) 使用距離が片道１５キロメートル

以上２０キロメートル未満である職

員 １０，０００円 

(5) 使用距離が片道２０キロメートル

以上２５キロメートル未満である職

員 １３，５００円 

(5) 使用距離が片道２０キロメートル

以上２５キロメートル未満である職

員 １２，９００円 

(6) 使用距離が片道２５キロメートル

以上３０キロメートル未満である職

員 １６，６００円 

(6) 使用距離が片道２５キロメートル

以上３０キロメートル未満である職

員 １５，８００円 

(7) 使用距離が片道３０キロメートル

以上３５キロメートル未満である職

員 １９，７００円 

(7) 使用距離が片道３０キロメートル

以上３５キロメートル未満である職

員 １８，７００円 



(8) 使用距離が片道３５キロメートル

以上４０キロメートル未満である職

員 ２２，８００円 

(8) 使用距離が片道３５キロメートル

以上４０キロメートル未満である職

員 ２１，６００円 

(9) 使用距離が片道４０キロメートル

以上４５キロメートル未満である職

員 ２５，９００円 

(9) 使用距離が片道４０キロメートル

以上４５キロメートル未満である職

員 ２４，４００円 

(10) 使用距離が片道４５キロメートル

以上５０キロメートル未満である職

員 ２９，１００円 

(10) 使用距離が片道４５キロメートル

以上５０キロメートル未満である職

員 ２６，２００円 

(11) 使用距離が片道５０キロメートル

以上５５キロメートル未満である職

員 ３２，３００円 

(11) 使用距離が片道５０キロメートル

以上５５キロメートル未満である職

員 ２８，０００円 

(12) 使用距離が片道５５キロメートル

以上６０キロメートル未満である職

員 ３５，５００円 

(12) 使用距離が片道５５キロメートル

以上６０キロメートル未満である職

員 ２９，８００円 

(13) 使用距離が片道６０キロメートル

以上である職員 ３８，７００円 

(13) 使用距離が片道６０キロメートル

以上である職員 ３１，６００円 

２ （略） ２ （略） 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（総務部人事課）  

 


